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１．  生徒の出欠席に関する規程  

  

1 生徒が病気又はやむを得ない事由により欠席するときは、欠席届を学校長に提出

しなければならない。病気による欠席が一週間以上にわたるときは医師の診断書

を添付する。  

 2 遅刻・欠課の取り扱いについて  

(1) 朝のＳＨＲに間に合わないものを遅刻とする。  

(2) 始業後２０分以上の遅刻は欠課とする。出停・忌引き等は（  ）書きする。  

例 10(2)･･･10 回欠課のうち２回は出席停止･忌引き等  

※  保健室の利用者も欠課となる。  

※  指導のための呼び出し、学校が認めた大会参加者は出席扱いとする。  

(3) 早退者は欠課とし、時間数で入力する。行事も同様である。  

(4) 欠課の週計・累計は欠席による欠課を除いたものとする。  

(5) ＬＨＲ時だけ不在の場合も、途中早退の場合もＬＨＲ欠課「１」とする。  

(6) 週計・累計・学期累計は、その週・学期（教務の指示）で担任が整理する。  

 3 生徒がやむを得ない事由により欠課又は遅刻した時は速やかに学級担任に届け

出る。  

 4 下記のいずれかによる欠席、欠課、遅刻は所定の手続きをとれば出席扱いとする。 

(1) 学校代表選手として出場する生徒で顧問が事前に職員会議の了承を得たもの。 

(2) クラブ発表等授業に出られない生徒で顧問が事前に職員会議の了承を得たも

の。  

(3) 訓戒、調査等のために学校内で呼び出しを受けたもの。  

(4) 留学等の試験・面接又は健康診断を受ける生徒で事前に職員会議の了承を得た

もの。  

(5) 疾病等の事由により保健所から検診を受けるよう指示されたもの。  

(6) その他、職員会議等で適当と認められたもの。  

 5 下記の各事項のいずれかに該当するものは出席停止とする。  

(1) 懲戒による停学の場合  

(2) 学校保健法による臨時休業または出席停止の場合  

(3) 忌引きの場合（忌引として認められる日数は下記の範囲内とする）  

父母････7 日、祖父母・兄弟姉妹････３日、曾祖父母・伯叔父母････１日、そ

の他同居の親族････１日  

    ただし、葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要する往復

日数を加算することができる。  

   (4)進学、就職等の試験・面接を受ける場合  

 

附 則  

    この規程は、平成元年 3 月 31 日に策定し、平成元年 4 月 1 日より施行する。 

附 則  

    この規程は、平成 14 年 3 月 31 日に改訂し、平成 14 年 4 月 1 日より施行する。 
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附 則  

    この規程は、平成 20 年 3 月 31 日に改訂し、平成 20 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則  

    この規程は、平成 25 年 3 月 31 日に改訂し、平成 25 年 4 月 1 日より施行する。  

附 則  

    この規程は、令和 4 年 3 月 31 日に改訂し、令和 4 年 4 月 1 日より施行する。  

附 則  

    この規程は、令和 5 年 3 月 14 日に改訂し、令和 5 年 4 月 1 日より施行する。  
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２．  別室登校の生徒の取り扱いに関する規程  

  

（趣旨） 

第1条  この規程は、登校しながらも教室に行けない状態の生徒に対し、学校生活にな

れるための居場所として、教室以外の施設（以下「別室と言う」）を活用し、

教室復帰を促すことを目的として定める。  

 

（別室登校の定義）  

第2条  心理的、情緒的、身体的な事情により、登校していても教室に行けない生徒に

対し、別室での指導を行うこととする。  

 

（別室登校生徒の認定）  

第3条  原則として、診断書または証明書を提出させるものとする。また、別室登校承

認後も引き続き専門機関を受診するよう促し、必要に応じて診断書を提出させ

るものとする。  

第4条  履修及び教育相談に係る委員会は、別室登校生徒の指導方針を検討し、職員会

議に諮る。 

 

（別室登校の期間と出席取り扱い）  

第5条  別室登校の期間は、原則として 2 ヶ月とする。その期間中に教室復帰ができな

い場合は、再度検討する。  

第6条  別室への出席日数及びその間の授業時数は、出席扱いとし、別室登校を始めた

時点にさかのぼって適用する。但し、自主的に教室に戻ることも可能とする。 

第7条  学級担任は、当該生徒の出欠を確認し、学年会・教科担任と連携をとる。  

第8条  教科担任は、課題を与えるものとする。  

 

(成績評価・単位認定等) 

第9条  原則として、定期考査等を受験させる。指導・評価方針は、教科担任を中心に

教科として検討する。また原則として、単位の認定、進級及び卒業に関する規

程を適用する。  

 

附 則  

    この規程は、平成 20 年 3 月 31 日に策定し、平成 20 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則  

この規程は、令和 2 年 3 月 31 日に改訂し、令和 2 年 4 月 1 日より施行する。  

附 則  

    この規程は、令和 5 年 3 月 14 日に改訂し、令和 5 年 4 月 1 日より施行する。  
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３．  生徒の派遣に関する規程  

 

（目的） 

第1条  この規程は、高等学校教育の一環として、教育的諸行事への生徒派遣に関し、

必要な事項を定める。  

（派遣の決定） 

第2条  派遣は、高体連会長、高文連会長、高野連会長の推薦があるものに対し認める。

また、各専門部長が推薦するものについては年一回にかぎり、派遣を認める。

その他、本校が加盟する諸連盟または教育的諸機関から推薦があり、教育上必

要であると認められる場合には、職員会議を経て、学校長が決定する。派遣を

行う際には、原則として派遣 2 週間前までに代表者が派遣者名簿を作成し、名

簿に記載されている生徒の担任に第 3 条の各項目について確認を行った後、教

頭に名簿を提出し、派遣生徒の報告を行う。  

（代表の失格） 

第 3 条 次の各項のいずれかに該当する者は、対外行事への出場資格を失う。  

1 懲戒処分中の者は対外行事の出場資格を失う。  

2 学業成績及び勤怠状況について、次の各号のいずれかに該当する者につ  

いては対外行事の出場資格を失う。  

(1) 学業成績について  

ア 各学期の成績に評価が「ＣＣＣ」の科目のある者については当該  

学期の成績判定会議後の最初の対外行事への出場資格を失う。学年  

度末の判定会議において成績の評価が「ＣＣＣ」となった場合は成績  

判定会議直後の対外行事への出場資格を失う。また、 3 月の追認考査 

においても単位を取得出来なかった者については追認考査直後、も  

しくは次年度の最初の対外行事への出場資格を失う。単位保留懸念  

及び単位保留科目の数は問わない。  

(2) 勤怠状況について  

ア 前学期又は当該学期の派遣時までの無届欠席が 4 日以上の者。 

イ 前学期又は当該学期の派遣時までの無届欠課が 5 回以上の者。 

      なお、上記(1)、(2)号に同時に抵触した場合には、直後の対外行事へ  

の派遣のみの資格を失う。その後、状況が改善していればそれ以降の  

派遣については不問とする。  

      また、上記(2)号「勤怠状況について」に抵触し派遣の資格を失った  

場合、次回からの派遣については対象となった遅刻、欠課、欠席等の  

回数は 0 回として扱う。 

3 次の各号のいずれかに該当する者は出場資格を失う。  

(1) 継続して活動していない者。  

(2) 健康状態が派遣するにふさわしくない者。  

(3) その他、職員会議において派遣するにふさわしくないと認められる者。 

 



生徒の派遣に関する規程 

－18－ 

 

 

例《第３条２項 (1)号》  

       1 学期                    2 学期                         3 学期  

4 月  5 月  6 月       7 月   8 月  9 月  10 月     11 月   12 月   1 月  2 月                   3 月  

         大会①判定会議  大会②  大会③    大会④  判定会議   大会⑤               判定会議  

          

             この判定会議で単位                この判定会議で単位保留懸念科目  

             懸念科目があれば大会②は            がある場合には大会⑤は派遣不可。  

             派遣不可。大会③以降は派遣可。    

        

 

 

 

例《第３条２項 (2)号》  

       1 学期                    2 学期                      3 学期  

4 月  5 月  6 月     7 月   8 月    9 月    10 月  11 月    12 月  1 月  2 月              3 月  

        大会①  判定会議  大会②  大会③    大会④  判定会議   大会⑤       判定会議  

          

 A   無届欠席  

    4 日以上     →  大会①への派遣なし。それ以降上記の基準に抵触しなければ  

大会②以降は参加可能。  

 

 B   無届欠席      無届欠席  

     4 日以上     4 日以上    →  それぞれの無届欠席により大会①、大会②への派遣無し。  

 

 C                                                 無届欠席 4 日以上  

                                                 判定会議直後の大会への派遣なし。  

 D        単位保留   ※  判定会議において学業面、勤怠状況面の両方が抵触した場合。  

         懸念科目                  ↓  

                        判定会議において、学業面、勤怠状況面が同時に規則に抵触した者に  

         無届欠席          ついては次の大会の参加資格のみを剥奪する。その後、職員会議に諮り  

         4 日以上           状況が改善していれば、以降の参加を認める。  

 

 

 

 

 

 

 

ここで単位保留が確定した場合は判定会議直後の派遣

資格を失う。3 月の追認考査で単位を取得すれば、この

限りではない。また、3 月の追認考査でも単位を取得でき

なかった場合は、次年度の大会①の出場資格を失う。  
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（県外派遣日数）  

第 4 条 派遣に要する日数は、往復の日数と競技会等への参加日数とする。ただし  

練習日 1 日を取ることが出来る。  

（県外派遣人数）  

第 5 条 派遣人数は、体育会系大会の場合は、登録人数内で予算に支障をきたさない

数とし、文化系大会の場合は大会出場最小限の人数を原則とする。  

（県外経費の算定基礎）  

第 6 条 県外経費の算定基礎は PTA 生徒派遣に関する規則、生徒派遣に係わる経費の

算定等に関する細則によるものとする。 

 

附 則  

    この規程は、平成元年 3 月 31 日に策定し、平成元年 4 月 1 日より施行する。 

附 則  

    この規程は、平成 11 年 3 月 31 日に改訂し、平成 11 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則  

    この規程は、平成 14 年 3 月 31 日に改訂し、平成 14 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則 

    この規程は、平成 22 年 3 月 31 日に改訂し、平成 22 年 4 月 1 日より施行する。 

ただし、平成 22 年度においては、移行措置として 2・3 年生は前年度までの  

勤怠状況及び学業成績については不問。新学年度 1 学期以降の勤怠状況及び  

学業成績について内規通りに適用していくこととする。  

附 則 

    この規程は、平成 24 年 3 月 31 日に改訂し、平成 24 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則 

    この規程は、令和 4 年 3 月 31 日に改訂し、令和 4 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則 

    この規程は、令和 5 年 3 月 14 日に改訂し、令和 5 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則 

    この規程は、令和 6 年 3 月 14 日に改訂し、令和 6 年 4 月 1 日より施行する。 
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４．推薦に関する規程 

 

 （趣旨） 

第 1 条 この規程は進学・就職の推薦に関し必要な事項を定める。 

 

 （推薦委員会） 

第 2 条 推薦の可否を審議するために推薦委員会（以下「委員会」と称する）を設置する。 

      (1)  委員会の構成は次の通りとする。 

       教頭（委員長）､進路指導部主任（副委員長）､推薦入試係､3 学年主任､当該学科

     主任､ 当該学級担任 

      (2)  委員長は、必要に応じて委員会を召集する。 

 

 （推薦基準） 

第 3 条 4 年制大学及び短期大学への推薦は、次の基準を満たす場合に行う。 

      (1) 当該大学の推薦条件を満たし、第 1 志望の大学であること。 

      (2) 3 ヶ年の評定平均値が原則として 3.0 以上であること。且つ 3 ヶ年を通じて評

定 1 の科目がないこと。ただし追認考査で単位認定をうけた者は、推薦基準を満

たすものとする。 

(3) 3 カ年を通して勤怠が良好であることであること。さらに、必修模試等の勤怠

状況も推薦の判断材料とする。 

   (4) 3 ヶ年を通して人物素行が良好で、且つ懲戒指導を受けていないこと。但し、

    1・2 年次に懲戒指導を受けた生徒がその後、生活態度が良好な場合は、職員会 

    議の承認を得て推薦することができる。（3 年次に懲戒指導を受けた場合は推薦

    することができない。） 

      (5) 保護者の承認を得ていること。 

      (6) 学校が実施する実力テスト・学校内外の模擬試験を受験していること。 

第 4 条 専門学校・各種学校及び就職についての推薦は、前条の 4 年制大学及び短期大学

    の推薦基準を参考にして行う。 

 

 （推薦の手順） 

第 5 条 推薦の手続きは、次の手順で行う。 

      (1) 6 月中旬までに、生徒向けの学校推薦型選抜入試説明会を行う。学校推薦型選

抜入試出願希望者は、本説明会への出席を校内推薦志願の必須条件とする。なお、

本説明会は、生徒の希望状況に応じて 6 月以降も弾力的に開催することができる。 

      (2) 7 月下旬頃に、指定校推薦一覧を掲示し、生徒への周知を図る。掲示期間は 7

月末日までとする。ただし、掲示期間は本校または各大学等の状況を考慮し、弾

力的に設定することが出来る。 

      (3) 第 3 条の推薦基準を満たしたうえで、国公立大学、私立大学指定校推薦または

その他私立大学・短期大学等への学校推薦型選抜入試出願を希望する生徒は、8

月下旬までに進路指導部へ校内推薦出願届（進路指導部作成）を提出する。提出
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期限については、年度ごとに検討し適切な期限を設定する。 

      (4) 委員長は、9 月上旬までに、推薦者の決定に関する委員会を開催する。その会

議において委員会への参加者は、3 学年担任を含めない。 

      (5) （4）の委員会においては、校内及び出願先大学の推薦基準を満たしているか否

かの確認を行うとともに、提出された校内推薦出願届をもとに推薦者を決定する。 

      (6) （4）の委員会における選考結果については、本委員会開催日以降に開かれる最

初の職員朝会において報告する。その際、全職員に対し、推薦者の決定に関する

疑義がある場合は同日正午までに教頭に報告するよう確認する。 

   (7) （6）について疑義がない場合は、同日午後以降担任を通じて生徒へ選考結果を

報告する。 

 

（指定校推薦） 

第 6 条 本校における指定校推薦については、次のように定める。 

   (1) 本校を指定する大学は、毎年公表する。 

   (2) 指定校への推薦を希望し、校内推薦委員会で出願が認められたものは、他の大 

学へ出願することはできない。 

 

 （推薦校入学の優先） 

第 7 条 推薦校に合格確定後は入学辞退をしてはならない。ただし、推薦中に他校へ受験

   することはできる。 

 

 

附 則  

    この規程は、平成 3 年 5 月 31 日に策定し、平成 3 年 6 月 1 日より施行する。 

附 則  

    この規程は、平成 14 年 3 月 31 日に改訂し、平成 14 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則  

    この規程は、平成 16 年 3 月 31 日に改訂し、平成 16 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則  

    この規程は、平成 20 年 3 月 31 日に改訂し、平成 20 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則  

    この規程は、平成 25 年 3 月 31 日に改訂し、平成 25 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則  

    この規程は、平成 27 年 3 月 31 日に改訂し、平成 27 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則  

    この規程は、平成 29 年 3 月 31 日に改訂し、平成 29 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則  

    この規程は、令和 3 年 5 月 20 日に改訂し、令和 3 年 5 月 21 日より施行する。 

附 則  

    この規程は、令和 4 年 3 月 14 日に改訂し、令和 4 年 4 月 1 日より施行する。 
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附 則  

    この規程は、令和７年８月 27 日に改訂し、令和７年８月 28 日より施行する。 

附 則  

    この規程は、令和 8 年 5 月 15 日に改訂し、令和 8 年 5 月 16 日より施行する。 
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５．  生徒の合宿・旅行に関する規程  

  

（趣旨） 

第1条  この規程は、本校生徒が学校行事以外で、合宿・旅行を行う場合において、そ

の手続き、条件、その他必要事項を定める。  

（合宿） 

第2条  合宿については、次の手続きを経て許可を得る。  

(1)原則として 2 泊 3 日以内とし、引率教諭のもとに行う。  

(2)参加する全員の「保護者承諾書」及び計画書を作成する。  

(3)合宿を行う団体は次の書類を添付し、生徒指導部を通して学校長の許可を得て

行う。 

①計画書（日時、場所、連絡先、内容等を明記すること）               

②参加者名簿  

   ③参加者全員の「保護者承諾書」                         

 (4)  合宿に参加する生徒は、所定の手続きを１週間前までに引率教諭に提出し、  

必要な手続きを完了しなければならない。  

（旅行） 

第3条  授業日や講座等が行われている期間における個人的な旅行は、保護者がホーム

ルーム担任に連絡する。  

 

附 則  

    この規程は、平成元年 3 月 31 日に策定し、平成元年 4 月 1 日より施行する。 

附 則  

    この規程は、平成 14 年 3 月 31 日に改訂し、平成 14 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則  

    この規程は、平成 24 年 9 月 26 日に改訂し、平成 24 年 9 月 27 日より施行 

する。 

附 則  

    この規程は、令和 4 年 3 月 31 日に改訂し、令和 4 年 4 月 1 日より施行する。 
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６．生徒の表彰に関する規程 

（趣旨） 

第 1 条 この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第 43 条の規程に基づき、生徒の表彰に 

関する事項を定めるものとする。 

（目的） 

第 2 条 表彰は学業、性行等が特に優れ、平素の学校生活における望ましい考え方や、指

   導的行動の範たる者に与え、それらの育成と奨励のために行う。 

（決定） 

第 3 条 表彰は職員会議の審議を経て校長がこれを決定する。 

（種類及び基準）  

第 4 条  

 (1) 特別活動賞 

  ①生徒会活動・HR 活動において特に顕著な功績のあった者で、学業成績が優秀（4. 

  0 以上）で、出席状況が良好で、生活態度が他の生徒の模範となる者。 

  ②所属部の活動に特に顕著な功績と実績があり、学業成績が優秀（4.0 以上）にて出

席状況が良好で、生活態度が他の生徒の模範になる者。 

 (2) その他、外部の表彰を受けた者のうち、その表彰が教育上必要と認められ、他の生

  徒の模範とするにたる者。 

（推薦） 

第 5 条 特別活動賞及びその他の表彰については、生徒会顧問及び部活動顧問等が 3 学年

   会に推薦し、3 学年会で調整し、若干名を職員会議で提案した後、校長が決定する。 

（表彰の時期） 

第 6 条 表彰は原則として校長が卒業式予行で行う。 

（記録） 

第 7 条 表彰を受けた生徒については、学籍係が生徒表彰記録簿に記載し、学級担任が生

   徒指導要録に記載する。 

（その他） 

第 8 条 学校外からの表彰のある時は、賞状・賞品を受け、これを全体集会時に伝達表彰

   する。 

 

附 則   

この規程は、平成 11 年 1 月 11 日に策定し、平成 11 年１月 12 日より施行する。 

附 則   

この規程は、平成 14 年 3 月 31 日に改訂し、平成 14 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則   

この規程は、平成 20 年 3 月 31 日に改訂し、平成 20 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則   

この規程は、平成 25 年 3 月 31 日に改訂し、平成 25 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則   

この規程は、平成 27 年 3 月 31 日に改訂し、平成 27 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則  

    この規程は、令和 4 年 3 月 31 日に改訂し、令和 4 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則  

    この規程は、令和 5 年 3 月 14 日に改訂し、令和 5 年 4 月 1 日より施行する。 
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附 則  

    この規程は、令和 5 年 10 月 4 日に改訂し、令和 6 年 4 月 1 日より施行する。 
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７．生徒の懲戒に関する規程                             
 （趣旨） 

第 1条 この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第 44条に基づき、生徒の懲戒に関する事項を定め 

る。 

第 2条 校長および教員は、教育上必要があるときは、生徒指導委員会で原案を作成し、職員会議に 

諮った上、生徒に懲戒を加えることができる。 

第 3条 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は校長がこれを行う。 

 

（懲戒行為） 

第 4条 懲戒は次の行為に対して加えることができる。 

(1) 喫煙（電子タバコなど含む）、飲酒、深夜徘徊、不正行為（カンニングなど含む）、車両運転、 

暴力行為、窃盗、入れ墨（刺青･タトゥー・いたずら彫りなど)、違法ドラッグ及び法に反する薬

物の使用及び所持、公職選挙法に抵触する選挙活動など。 

※ノンアルコールビール・ノンアルコールカクテルなどの飲用も指導の対象となる場合がある。 

(2) その他、懲戒が必要と思われる行為や反社会的行為。 

 

 懲戒内容（段階的指導） 
懲戒行為 第1段階 第2段階 第3段階 

 
喫煙(所持含む) 

 
停学3日間（土日を除く） 

 
停学5日間(土日を除く) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職員会議で
審議・判断
する。 

 

 
飲酒 
 

 
停学3日間（土日を除く） 

 
停学5日間(土日を除く) 

 
喫煙の場に同席 校長厳重注意 訓   告 
飲酒の場に同席 校長厳重注意 訓   告 

深 夜 徘 徊 校長厳重注意 訓   告 
 

不正行為 
(カンニングなど) 

訓   告 
（当該科目0点、その日の他の

科目は別室受検） 

停学3日間（土日を除く） 
（当該科目0点、その日以降の科目

は別室受検） 
無 免 許 運 転         

 
停学5日間(土日を除く) 

 
停学10日間(土日を除く) 

 
車 両 通 学 

 
停学3日間（土日を除く） 停学5日間(土日を除く) 

 
車 両 運 転 

 
訓   告 停学3日間 

暴 力 行 為 
 

職員会議で審議・判断する。 職員会議で審議・判断する。 

窃     盗 
 

停学3日間（土日を除く） 停学5日間(土日を除く) 
 

入れ墨(刺青・タトゥー・
いたずら彫りなど) 

 
 
 
 
 

職員会議の審議・判断を経て懲戒の種類と具体的指導法を決定する。 
 

違法ドラッグ及び法に反

する薬物等の使用及び所

持 

公職選挙法に抵触する選
挙活動 
その他・反社会的行為 

※入れ墨(刺青・タトゥー）は沖縄県青少年保護育成条例 第 18条の 3(入れ墨を施す行為の禁止)においては「何人も正当な

理由がある場合を除き、青少年に対し、入れ墨を施し、もしくは受けさせ、またはその周旋をしてはならない。」とある。 
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本校においても入れ墨を社会通念上の不適切な行為として禁止し、入れ墨を施した生徒に対して指導を行う。なお、当該生

徒及び保護者に入れ墨の除去治療の意思がないと認められる場合、学校管理規則第 44 条に照らし、(1)「性行不良で改善の

見込みがないと認められる者」もしくは(4)「学校の秩序を乱し、その他生徒としての本文に反した者」のいずれかに該当す

るとして、退学処分とすることもやむを得ないとする。 

 

※本校においては大麻や覚醒剤など違法薬物（違法ドラッグ）及び法に反する薬物の使用及び所持を社会通念上の不適切な

行為として禁止し、それらの行為を行った生徒に対して指導を行うが、学校管理規則第４４条に照らし、(1)「性行不良で改

善の見込みがないと認められる者」もしくは(4)「学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者」のいずれかに該

当するとして、退学処分とすることもやむを得ないとする。 

 

※反社会的行為とは社会生活においてルールに反するものや加害性を伴うもの、また道徳・モラルに反することなど他人を

騙し、傷つける行為を含むものとする。 

（反社会的行為の例として「いじめ･金銭せびり･性的いやがらせ・賭博・盗撮動画および画像・本人の承諾を得ていない個

人情報をインターネットなどへ流出させる・携帯電話や PCといったあらゆる情報端末を利用し誹謗中傷の書き込みや不適切

な動画、画像などをインターネットなどへアップロードし流出させる」などがあげられる。） 

 

※懲戒とは、生徒の個性の伸長を図りながら、社会的資質や能力・態度を育成することを目指した指導・援助である。 

 

※帰国子女・海外からの留学生への対応・扱いについては、帰属する(していた)国の文化・風習を考慮し、生徒指導委員会

にて話し合いを持ち職員会議で審議・判断する。 

 

※実際の運用に際しては、生徒指導委員会(校長・教頭・担任・学年主任・生徒指導部主任)において、上記の規

程を基に原案を作り、その都度職員会議で審議・判断する。尚、上記の規程にないものや第３段階以降のものに

ついては、その都度職員会議で審議・判断する。 

 

※停学は原則として、家庭での指導とするが、家庭の事情によっては登校させて指導を行うこともある。 

(指導内容 7:30登校、生徒指導室等で日誌指導及び教科指導) 

 

※上記の停学指導期間中にテストがある場合は、別室受験とする。 

  

（退学） 

第５条 退学は学校管理規則第 44条第 3項の規程による。 

（停学） 

第６条 停学は本人とその保護者の出席を求め、校長から停学を言い渡し、その期間中必要な指導を

行う。 

（訓告） 

第７条 訓告は本人とその保護者の出席を求め、校長が行う。 

（停学解除） 

第８条 校長は停学を解除するときは、職員会議に諮る。 

（誓約書） 

第９条 停学、訓告の解除並びに復学の際は、保護者連名の誓約書を提出させる。 

 

附 則  

この規程は、平成 12年 3月 31日に策定し、平成 12年 4月 1日より施行する。 
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附 則  

この規程は、平成 14年 3月 31日に策定し、平成 14年 4月 1日より施行する。 

附 則  

この規程は、平成 30年 3月 31日に策定し、平成 30年 4月 1日より施行する。 

附 則  

この規程は、平成 31年 3月 31日に策定し、平成 31年 4月 1日より施行する。 
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８．  生徒心得  

 
1 基本的な心得  

(1) 制服は学校指定のものを着用し、常に生徒としての本分を忘れず身だしなみを

きちんとし、学習に励み、心身の健康増進に努めよう。  

(2) 自由でのびのびとした生活を通して自主性を養い、規律正しい人間になれるよ

うに努めよう。  

(3) 校内外を問わず公共物を大切にし、常に環境の美化に努めよう。  

(4) 毎日必ず予習しよう。  

(5) 時間を大切にし、進んで学習しよう。  

(6) 敬愛と友愛の心で明るく挨拶しよう。  

(7) 視野を広げ、努力して国際化に対応しよう。  

(8) 本校生徒としての自覚と誇りを持って行動しよう。  

 

2 校内生活の心得  

(1) 朝の SHR に間に合うように登校すること。 

(2) 諸活動の時刻を 18:45 までとし、完全下校時刻を 19:00 とする。 

(3) 定期考査一週間前から考査期間中は部活動を原則禁止する。  

(4) 校時中は許可なくして校外外出を禁止する。  

(5) 弁当購入の為の外出は原則禁止とする。  

(6) 欠席する場合は保護者が学校へ欠席の旨を届け出る。生徒自身による届出は認

められない。  

(7) 早退するときは所定の用紙で早退届を提出すること。 

(8) 自転車での通学は許可証を得ること。  

(9) 公職選挙法に抵触する選挙活動を禁止する。 

(10) 飲酒・喫煙を禁止する。又、危険薬物や違法ドラッグなどの所持・持ち込み・

使用を禁止する。  

(11) 学習環境を整えること。 

 

3 校外生活の心得  

(1) 車両運転免許取得・車両運転を全面的に禁止する。  

(2) アルバイトを禁止する。  

(3) 飲酒・喫煙を禁止する。又、危険薬物や違法ドラッグなどの所持・使用を禁止

する。 

(4) 公職選挙法に抵触する選挙活動を禁止する。 

(5) 夜間外出はできるだけ避ける。  

(6) 未成年者立ち入り禁止の場所への出入りを禁ずる。  

(7) 下宿、間借り生は届け出る。  
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(8) 合宿について  

①原則 2 泊 3 日以内とし、引率教諭のもとに行う。  

②参加する全員の名簿、「保護者承諾書」及び計画書を作成する。  

③上記書類を添付し、生徒指導部を通して校長の許可を得て実施する。  

  

4 身なりについて 

  本校指定の制服を着用する。  

   Ａタイプ ・シャツは半袖・長袖兼用とする。  

        ・ブレザー・シャツ・ズボン・ネクタイまたはリボンは  

学校指定のものとする。  

        

   Ｂタイプ ・シャツは半袖・長袖兼用とする。  

        ・ブレザー・シャツ・スカートネクタイまたはリボンは  

学校指定のものとする。  

        

5 服装、容儀について  

(1) ネクタイ未着用・リボン未着用・染髪・奇抜な髪型 (極端な段差のある髪型

など)・入れ墨(刺青・タトゥー・いたずら彫りなど )・パーマ・マニキュア・

カラーリップ・ピアス・イヤリング・アクセサリー等は一切禁止とし、指導

を徹底する。  

(2) 上着はズボン・スカートの中にいれ、外に出さない。  

(3) 校舎内でのジャージの着用は認めない（夏季に寒い時は冬服のブレザーを着

用すること）。 

(4) 登校から下校まで着用している制服タイプを、理由なく変えることを禁止す

る。 

  

6 その他 

(1) 教室・廊下での指定外のスリッパ（特に体育館シューズ）の使用は禁ずる。 

(2) 教室内での飲食物の片付けを徹底する。  

(3) 校時中の携帯電話の使用を原則禁止とする。  

 

附 則  

この心得は、平成元年 11 月 6 日に策定し、令和元年 11 月 7 日より施行す

る。 

附 則  

この心得は、令和 4 年 3 月 31 日に改訂し、令和 4 年 4 月 1 日より施行する  

附 則  

      この心得は、令和 5 年 3 月 14 日に改訂し、令和 5 年 4 月 1 日より施行する。  
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９．生徒の外国留学に関する規程  

 

 （趣旨） 

第1条  この規程は、本校生徒が外国の高等学校（外国の高等学校とは、外国におけ

る正規の後期中等教育機関を言う。以下同じ。）への留学に関し、その手続

き、条件、単位認定、復学及び卒業等、必要な事項を定める。ここでいう留

学とは、原則４ヶ月以上の長期で、海外の学校（高等学校等に準ずる機関）

において学習活動や異文化体験、語学実習や異文化体験等の活動への参加を

いう。4 か月未満の留学については「短期留学」と表記する。  

 

 （留学の申請） 

第 2 条 留学申請を経て、留学をしようとする者は、学籍係へ留学申請書を保護者連署

のうえ提出しなければならない。復学の際の原級・進級・復学の意思を申し

出なければならない。また、留学斡旋機関等を通して留学する場合、別途書

類がある場合、斡旋機関等へ提出する前にあらかじめそれらの書類も学籍係

に提出しなければならない。 

    

（出席扱いについて）  

第 3 条 留学手続きに必要な書類（健康診断・パスポート・選考試験の日等）を入手す

る際の出欠については、出席扱いとする。  

 （留学検討委員会）  

 

第 4 条 校長は、留学に関する審査を留学検討委員会に付託する。  

２  委員会は、当該生徒の留学申請に疑義の無い場合、留学の許可を校長に答申

する。 

  ３ 留学検討委員会の構成は次の者とする。  

    教頭 (委員長 )、学籍係、人材育成係、当該学年主任、当該学級担任、国際英

語科主任 

４ 委員会は、学校の推薦人数枠等がある場合、必要に応じて委員長が招集する。  

５ 委員会では、県、市町村や斡旋団体の応募資格に該当するか等を審議する。  

 

 （留学の出願・許可）  

第 5 条 留学申請を経て、留学しようとする者は、留学願（第 11 号様式）を保護者と

連署のうえ、校長に提出しなければならない。  

  ２  校長は、前項の留学願を受けた場合、教育上有益であると認めるときは、留

学を許可することができる。  

 

 （留学の手続き）  

第 6 条 留学許可を受けた者は、次の書類を校長に提出しなければならない。  

   (1) 留学先の高等学校の受け入れを証する書類  

   (2) その他必要な書類  
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  （留学の取消し）  

第 7 条 校長は、生徒に留学理由と異なる事態が生じた時は、留学の許可を取り消す

ことができる。  

 （留学の時期および期間）  

第 8 条  留学の時期は、留学先の受け入れ時期に合わせ決定する。また、校長は留学

の期間を教育上有益と認めるときは、当該留学を更新することができる。  

 （単位の認定） 

第 9 条 校長は、留学を終了した者について、外国の高等学校における履修を本校に

おける履修とみなし、30 単位を上限に単位の修得を認定することができる。  

 （単位の認定基準）  

第 10 校長は、単位の修得の認定にあたり、次の基準に基づくものとする。  

   (1) 留学先の高等学校の標準的な授業時数を履修し、一定の成果（単位の修得

等）に達していること。成果の認定は、外国の高等学校の発行する成績証

明書や科目履修に関する証明書に基づき行う。  

    (2）留学先の高等学校のカリキュラムを本校の教科・科目と対比し、逐一置き

換えて認定するのではなく、外国での履修の成果を全体として評価し、認

定する。 

  (3) 留学期間が 2 学年にまたがる場合は、留学時の当該学年の単位として認定

する。 

 （復学の手続） 

第 11 留学した者が復学しようとするときは、次の書類を校長に提出して許可を受け

なければならない。  

      (1) 復学願（第 14 号様式） 

    (2) 留学先の高等学校における単位修得証明書等、時間割（校時表）などの必

要書類 

 （復学の許可） 

第 12 条 校長は、留学した者が外国の高等学校において所定の単位を修得したと認め

られる場合は、進級させることができる。  

     ２ 校長は、前項の規程に関わらず、当該生徒が留学時点の学年に復学を希望す

る場合、当該学年への復学を認めることができる。その際、留学先で修得し

た単位があっても本校の修得単位として認めない。  

 （卒業） 

第 13 条 校長は、前条により復学を許可した生徒について、次のとおり卒業を認定す

ることができる。  

     ２ 当該生徒が 3 学年の途中で留学し、外国の高等学校における単位修得が認め

られる場合は、学年途中で卒業を認定することができる。その場合、卒業の

日付は校長が定めるものとする。  

 

第 14 条  ４ヶ月未満の短期留学については、当該規定にかかわらず斡旋機関の

規程に従うものとする。  
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附 則  

    １  この規程は、平成 14 年 3 月 31 日に策定し、平成 14 年 4 月 1 日より施行する。  

    ２  校長は、この規程の施行前に休学の許可を得て現に外国の高等学校で学習し

ている者についても、平成 14 年 4 月 1 日以降相当と認められる場合は、第２

条の規程により留学を許可されたものとみなすことができる。  

附 則 

 この規程は、平成 20 年 3 月 31 日に改訂し、平成 20 年 5 月 21 日より施行 

する。 

附 則 

 この規程は、平成 23 年 3 月 31 日に改訂し、平成 23 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 24 年 5 月 9 日に改訂し、平成 24 年 5 月 10 日より施行する。 

附 則  

    この規程は、令和 5 年 3 月 14 日に改訂し、令和 5 年 4 月 1 日より施行する。  

附 則  

    この規程は令和 6 年 3 月 13 日に改訂し、令和６年４月１日より施行する。  
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１０．部活動に関する規程 

 

  1 ねらい 

(1) 心豊かな人間性の育成を目指すと共に、生涯にわたっての健康の保持増進を図 

る。 

(2) 規律正しい生活態度を身につけると共に、集団生活において、協力していく態

度を養う。  

(3) 自主性を育てると共に個人の能力、個性の伸長を図る。 

(4) 学習活動と部活動を両立させ、進路目標の達成を目指す。 

 

  2 活動時間及び休日について 

   原則として以下の様に設定する。 

(1)学期中の休養日の設定 

①平 日：１日 

    ②土・日：いずれか１日 

     ※週末に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替えることが

できる。 

(2) 長期休業中の休養日の設定 

    休養日の設定は、上記(1)に準ずる。 

(3) 活動時間 

    ①平 日：18:45 活動終了  19:00 完全下校 

    ②土・日：16:30 活動終了  16:45 完全下校 

(4) 活動期間 

部員としての活動期間は原則として 3 年次 1 学期の主要大会までとする。文

系の部もこれに準ずる。ただし、3 年次の活動においては下記の基準を満たし

ていない生徒は活動ができない。 

    ①評定平均 3.0 以上  ②無届け欠席 6 回以内  

    ③無届け欠課 9 回以内 ④人物素行が良好で、且つ懲戒指導を受けていない者 

   [補足] 

(1) 勤怠については 2 学年末までのものとする。また 1･2 年次に懲戒指導を受けた

もので、改善がみられる場合には上記⑤の限りではない。 

(2) 評定平均の出し方は下記の通りとする。 

（1 年の学年末の評定平均＋2 年の学年末の仮評定平均）÷2（小数点以下第 2 位を四捨五入） 

 

3 考査期間の活動について  

定期考査 1 週間前から考査終了の前日までは原則として活動禁止とする

。但し、考査期間中または終了後にインターハイ等の大会を控えている

場合、部員からの要請があれば、部顧問の責任管理の下、申請によって

部活動を行うことができる (下記厳守 )。  
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原則として以下の様に設定する。 

   ①活動時間  

     平  日： 1 時間程度  

     土・日： 2 時間程度 (16:45 完全下校 ) 

   ②平日 1 日及び土日のいずれか 1 日を休業日とする。  

   ③「保護者承諾書」を提出させ、顧問が管理する。  

   ④活動する部活動の顧問は Teams の部活動関連に「部活動名」「活動期間

」等を入力し、職員に共通理解を図る。  

   ⑤校外の活動の場合でも、必ず顧問の責任管理。指導の下に活動を行う。  

   ⑥勤怠状況・成績不良で部活動規程に抵触する部員は練習を認めない。  

 

4 大会参加  

(1)大会参加は高体連、高野連、高文連主催・共催の大会への参加を原則と  

し、年 10 回以内とする。  

  (2)各大会における上位大会への参加については⑴の大会回数に含めない。  

(3)学校代表として参加する場合は「団体」「個人」を問わず 1 大会、 1 回

と数える。  

 

5 顧問について  

(1) 部・同好会の顧問は全職員で担当する。  

(2) 顧問は、部員名簿を作成し、活動計画・活動内容・それらの規模・安

全面等を掌握する。  

(3) 部顧問は、年間活動計画 (活動日、休養日及び参加予定大会日程等 )並

びに毎月の活動計画及び活動実績を作成し、校長へ提出する。  

 

6 部活動に係る活動方針について  

【部活動基本方針】  

  本方針は、「運動部活動のあり方に関する総合的なガイドライン」に則り、

生徒にとって望ましい活動環境を構築するという観点に立ち、以下の点を重視

して、学校、地域、競技種目等に応じた多様な形で最適に実施される事を目指

す。  

○  知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を育む、「日本型学校教育」

の意義を踏まえ、生徒がスポーツ等を楽しむことで運動や生活習慣の確立等

を図り、生涯にわたって心身の健康を保持増進し、豊かな生活を実現するた

めの資質・能力の育成を図るとともに、バランスのとれた心身の成長と学校

生活を送ることができるようにする。  

○  生徒の自主的、自発的な参加により行われ、学校教育の一環として教育課

程との関連を図り、合理的でかつ効率的・効果的に取り組む。  
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(1) 適切な運営のために  

①生徒や教師の数を踏まえ、指導内容の充実、生徒の安全の確保、教師の

長時間勤務の解消等の観点から、適正な数の運動部を設置する。  

②部顧問の決定に当たっては、校務全体の効率的・効果的な実施に鑑み、

適切な校務分掌となるよう留意し、適切な指導、運営及び管理に係る体

制の構築を図る。  

③校長は、各部の活動内容を把握し、生徒が安全に活動を行い、教師の負

担が過度とならないよう、適宜、指導・是正を行う。  

(2) 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のために  

①適切な指導の実施  

    ア  校長、部顧問及び指導者は、「運動部活動における総合的なガイド

ライン」に則り、生徒の心身の健康管理、事故防止及び体罰・ハラ

スメントの根絶を徹底する。  

    ○練習及び練習試合の実施については、生徒の安全確保を最優先する。  

    ○生徒の安全を確保できない場合、活動の中止や計画の見直し等、適切

に対応する。   

    ○夏季の活動では、熱中症等に注意し、注意報等が発せられた当該地域

･時間帯における活動は原則行わない。  

○指導者は、生徒との信頼関係を前提とした指導を行う。  

    ○部活動では、肉体的、精神的な負荷や厳しい指導と、体罰等の許され

ない指導とをしっかり区別して行う。  

イ  運動部顧問は、スポーツ医・科学の見地からは、トレーニング効果

を得るため休養を適切にとることが必要であり、過度の練習はスポー

ツ障害・外傷のリスクを高める等を正しく理解する。    

    ○生徒の体力の向上や、生涯を通じてスポーツに親しむ基礎を培うこと

ができるよう、生徒とコミュニケーションを十分に図る。   

    ○競技種目の特性等を踏まえた科学的トレーニングの積極的な導入等に

より、休養を適切に取りつつ、短時間で効果が得られる指導を行う。    

    ○保健体育担当の教師や養護教諭等と連携・協力し、発達の個人差や女

子の成長期における体と心の状態等に関する正しい知識を得た上で指

導する。  

②運動部活動用指導手引の普及活用  

     運動部顧問は、中央競技団体が作成する指導手引を活用して、 (2)①

に基づく指導を行う。  

(3) 生徒のニーズを踏まえた活動環境の整備  

①学校は、学校の状況を鑑み、友達と楽しめる、適度な頻度で行える等、

生徒の多様なニーズに応じた活動を行うことが出来る活動を設置するよ

う努める。  

②学校は、生徒の活動環境の充実の観点から、学校や地域の実態に応じて

地域のスポーツ団体や各種活動団体との連携、保護者の理解と協力等に
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よる、学校と地域が協働・融合した形での地域における活動環境整備を

進める。  

③学校は、活動環境の充実を支援するパートナーという考え方の下でこう

した取組を推進することについて、保護者と本方針を読み合わせ、理解

と協力を促す。  

 

附 則  

この規程は、平成 24 年 3 月 31 日に策定し、平成 24 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則  

この規程は、平成 27 年 3 月 31 日に改訂し、平成 27 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則  

この規程は、令和 2 年 3 月 31 日に改訂し、令和 2 年 4 月 1 日より施行  

する。  

附 則  

この規程は、令和 4 年 3 月 31 日に改訂し、令和 4 年 4 月 1 日より施行  

する。  

附 則  

この規程は、令和 8 年 5 月 15 日に改訂し、令和 8 年 5 月 16 日より施行  

する。  
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１１．進学・就職に伴う出席取り扱いに関する規程 

 

第 1 条 この規程は、進学、就職する生徒の手続きに関して必要な事項を定めるものとす

る。  

 

第 2 条 2 月 10 日以前に進学または就職のため受験をする生徒の出席取り扱いは、原則

として次の通りとする。  

(1) 県内において受験をする場合は、試験当日のみ出席停止とする。  

(2) 県外において受験をする場合は、原則として次の日数を出席停止とする。  

     旅行実日数（往）＋  受験校見学（1 日） ＋  受験日数  ＋  旅行実日数（復）  

(3) 複数受験する者については、先の試験終了後から次の試験初日までの待機日数

が７日以内の場合は、その日数も出席停止にすることができる。  

 

第 3 条 次の各号の条件を満たす場合、オープンキャンパス参加のための欠席は出席扱い

とする。  

(1) 各学年で 1 回ずつであること。  

(2) 県外旅行許可期間は、開催日の前日から翌日までとする。  

 

第 4 条 進学、就職のための受験またはオープンキャンパス参加のために県外に旅行する

生徒は、出発予定日の 1 週間前までにホームルーム担任を通じて校長に申し出て

許可を得なければならない。  

 

附 則 

   この規程は、平成 24 年 9 月 26 日に策定し、平成 24 年 9 月 27 日より施行する。 

附 則 

   この規程は、平成 25 年 3 月 31 日に改訂し、平成 25 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則 

   この規程は、平成 30 年 3 月 31 日に改訂し、平成 30 年 4 月 1 日より施行する。 



 

 

Ⅱ 評価・単位認定 

進級・卒業認定 
 

 

1.  学習状況の評価に関する規程 

2.  単位認定・進級・卒業認定規程 



 

 

Ⅲ 図書・視聴覚教育 

 

 

1.  図書館利用規程 

2.  視聴覚教育に関する規程 

3.  掲示教育に関する規程 


